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他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて

標記については、従来、個別の事案ごとに業務(通勤)と災害との聞に相当因果関係

が認められるか否かを判断し、その業務(通勤)起因性の有無を判断してきたところで

あるが、今般、近時の判例の動向や認定事例の蓄積等を踏まえ、以下のとおり取り扱う

こととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。

言己

業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人

の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行

為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤に

よるものと推定することとする。


